請　　　　　　　書

１　工事名　　　
２　工事場所　　　
３　工期　　　
４　請負代金額　　　金　　　　　　　　　円

　　　　       　　　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税額の額　金　　　　　　円）
５　契約保証金　　　免除（東松島市建設工事執行規則（平成17年規則第90号）第２３条第１項第３号）

上記の工事について、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）に基づき、東松島市財務規則及び東松島市建設工事執行規則に定める条項を遵守し、頭書の請負代金額をもってお請けします。

令和　　年　　月　　日

　　　東松島市長　　渥　美　　巖　　様

受注者　住　所　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　

１　市の承諾を得ないで、工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。また、同様に、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

２　市から、債務不履行又は不正な行為等を理由に契約解除の申出があったときは、契約を解除することができる。この場合において、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、出来高部分については市の所有とすることができるものとし、当該部分に対する請負代金相当額を支払うものとする。

３　工期内に工事を完成することができない場合は、その遅延日数に応じ、上記金額について年3.0％の割合で計算した額を違約金として納付するものとする。

４　請負代金の支払いは、市の検査合格後に市が適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。

５　その他疑義が生じたとき、又は定めのない事項が生じたときは、市と協議のうえ決めるものとする。

